
ＡＲＤＦ競技の実施方法 改正 新旧対照 

令和２年４月１日施行 

 

改  正  前 改  正  後 

１－３ 競技クラス 

各競技部門の競技クラスは、競技者（身

体障害者の場合は、介護者を含む。以下同

じ）の性別及び年齢により、次のクラスと

する。 

女性 

（Ｗ） 

男性 

（Ｍ） 
年齢 

Ｗ１２ Ｍ１２ 

大会開催日を

含む学校年度に

小学生である者 

Ｗ１５ Ｍ１５ 

大会開催日を

含む学校年度に

中学生である者 

Ｗ１９ Ｍ１９ 

大会開催年の

12月31日現在、

20歳未満 

Ｗ２１ Ｍ２１ 制限なし 

Ｗ３５  

大会開催年の

12月31日現在、

35歳以上 

 Ｍ４０ 

大会開催年の

12月31日現在、

40歳以上 

Ｗ５０ Ｍ５０ 

大会開催年の

12月31日現在、

50歳以上 

Ｗ６０ Ｍ６０ 

大会開催年の

12月31日現在、

60歳以上 

 Ｍ７０ 

大会開催年の

12月31日現在、

70歳以上 

 

 

 

 

 

１－３ 競技クラス 

各競技部門の競技クラスは、競技者の性

別及び年齢により、次のクラスとする。 

女性 

（Ｗ） 

男性 

（Ｍ） 
年齢 

Ｗ１２ Ｍ１２ 

大会開催日を

含む学校年度に

小学生である者 

Ｗ１５ Ｍ１５ 

大会開催日を

含む学校年度に

中学生である者 

Ｗ１９ Ｍ１９ 

大会開催年の

12月31日現在、

20歳未満 

Ｗ２１ Ｍ２１ 制限なし 

Ｗ３５  

大会開催年の

12月31日現在、

35歳以上 

 Ｍ４０ 

大会開催年の

12月31日現在、

40歳以上 

Ｗ４５  

大会開催年の

12月31日現在、

45歳以上 

 Ｍ５０ 

大会開催年の

12月31日現在、

50歳以上 

Ｗ５５  

大会開催年の

12月31日現在、

55歳以上 

 Ｍ６０ 

大会開催年の

12月31日現在、

60歳以上 

Ｗ６５  

大会開催年の

12月31日現在、

65歳以上 

Ｗ７０ Ｍ７０ 

大会開催年の

12月31日現在、

70歳以上 

 Ｍ７５ 

大会開催年の

12月31日現在、

75歳以上 



支部競技大会及び公認競技大会の場合

は、必要に応じて上記クラスの細分化また

は統合することができる。 

支部競技大会及び公認競技大会の場合

は、必要に応じて上記クラスの細分化また

は統合することができる。 

また、競技者が、補装具の使用または介

助を必要とする身体障害者の場合は、事前

にその承認を受けることで競技に参加す

ることができる。 

１－４ 競技地域 

競技地域は、森林地域であることが望ま

しい。なお、スタート地点、ゴール及び全

てのＴＸの高低差は２００ｍを超えない

こととする。 

また、次のような場所は避けなければな

らない。 

 

（１）競技者の身体に害を与えるような

危険な場所 

（２）通常の方向探査に支障のあるもの

がある場所 

１－４ 競技地域 

競技地域は、森林地域であることが望ま

しい。なお、スタート地点、ゴール地点及

び全てのＴＸ（ビーコン及びスペクテータ

ーを含む）の高低差は２００ｍを超えない

こととする。 

また、次のような場所は避けなければな

らない。 

（１）競技者の身体に害を与えるような

危険な場所 

（２）通常の方向探査に支障のあるもの

がある場所 

２－１ ＴＸの設置場所 

  それぞれのＴＸの設置場所について

は、各競技クラスにおいて、最適な順番

ですべての探査するＴＸを経由してゴー

ルするまでの走行距離等が、年齢・性別

による体力差を考慮したものになること

が望ましい。 

 

 クラシック競技 

（１）５個のＴＸは「ＴＸ１、ＴＸ２、

～、ＴＸ５」、ビーコン送信機は「ビ

ーコン」と呼称する。 

（２）５個のＴＸは、それぞれ４００ｍ

以上の間隔をもって設置する。 

スタート地点に最も近いＴＸ

は、スタート地点から７５０ｍ以

上のところに設置する。ビーコン

も、上記規定を適用することが望

ましい。 

（３）スタート地点から、最適な順番で

２－１ ＴＸの設置場所 

  それぞれのＴＸの設置場所について

は、各競技クラスにおいて、最適な順番

ですべての探査するＴＸを経由してゴー

ルするまでの走行距離等が、年齢・性別

による体力差を考慮したものになること

が望ましい。 

 

 クラシック競技 

（１）５個のＴＸは「ＴＸ１、ＴＸ２、

～、ＴＸ５」、ビーコン送信機は「ビ

ーコン」と呼称する。 

（２）５個のＴＸは、それぞれ４００ｍ

以上の間隔をもって設置する。 

スタート地点に最も近いＴＸ

は、スタート地点から７５０ｍ以

上のところに設置する。ビーコン

も、上記規定を適用することが望

ましい。 

（３）スタート地点から、最適な順番で



ＴＸ１～ＴＸ５・ビーコンを経由し

たゴール地点までの距離は、５～１

２ｋｍとする。 

（４）（２）、（３）の距離は、競技用地

図上の直線距離とする。 

（５）ＴＸ１～ＴＸ５は、各ＴＸから４

ｍ以内に、ＴＸ番号を表示したフラ

ッグを設置する。その形状は、各面

が３０ｃｍ×３０ｃｍを標準とす

る正方形の三面柱状で、各面を対角

線によって二分し、白とオレンジ

（もしくは赤）に色分けする。３面

のうち少なくとも２面は、上半分を

白とする。フラッグには、探査証明

用の記録器具（パンチ台）を付ける。 

（６）ゴール地区を明確にするために、

ゴール走行コースの入口にビーコ

ンを設置し、（５）と同様のフラッ

グを設置する。ただしフラッグの、

ビーコンを示す番号または記号の

表示は省略できる。フラッグには、

パンチ台（ビーコンチェック）を付

けることができる。 

 

スプリント競技 

（１）各ＴＸは次のように呼称する。 

第１ループの５個のＴＸは「 Ｔ

Ｘ１ 、 ＴＸ２ 、～ 、ＴＸ５」 

第２ループの５個のＴＸは「 Ｔ

Ｘ１Ｆ、ＴＸ２Ｆ、～、ＴＸ５Ｆ」 

スペクテーターコントロール送

信機は「スペクテーター」 

ビーコン送信機は「ビーコン」 

（２）各ループにおいて５個のＴＸは、

それぞれ１００ｍ以上の間隔をも

って設置する。 

スタート地点に最も近いＴＸは、

スタート地点から１００ｍ以上の

ところに設置する。ただしスペクテ

ＴＸ１～ＴＸ５・ビーコンを経由し

たゴール地点までの距離は、５～１

２ｋｍとする。 

（４）（２）、（３）の距離は、競技用地

図上の直線距離とする。 

（５）ＴＸ１～ＴＸ５は、各ＴＸから４

ｍ以内に、ＴＸ番号を表示したフラ

ッグを設置する。その形状は、各面

が３０ｃｍ×３０ｃｍを標準とす

る正方形の三面柱状で、各面を対角

線によって二分し、白とオレンジ

（もしくは赤）に色分けする。３面

のうち少なくとも２面は、上半分を

白とする。フラッグには、探査証明

用の記録器具（パンチ台）を付ける。 

（６）ゴールを明確にするために、ゴー

ル走行コースの入口にビーコンを

設置し、（５）と同様のフラッグを

設置する。ただしフラッグの、ビー

コンを示す番号または記号の表示

は省略できる。フラッグには、パン

チ台（ビーコンチェック）を付ける

ことができる。 

 

スプリント競技 

（１）各ＴＸは次のように呼称する。 

第１ループの５個のＴＸは「 Ｔ

Ｘ１ 、 ＴＸ２ 、～ 、ＴＸ５」 

第２ループの５個のＴＸは「 Ｔ

Ｘ１Ｆ、ＴＸ２Ｆ、～、ＴＸ５Ｆ」 

スペクテーターコントロール送

信機は「スペクテーター」 

ビーコン送信機は「ビーコン」 

（２）各ループにおいて５個のＴＸは、

それぞれ１００ｍ以上の間隔をも

って設置する。 

スタート地点に最も近いＴＸは、

スタート地点から１００ｍ以上の

ところに設置する。ただしスペクテ



ーター及びビーコンは、スタート地

点から１００ｍ以内のところに設

置することができる。 

第１ループと第２ループの設置

場所は異なることが望ましいが、混

在させることもできる。 

（３）競技制限時間は６０分を基準と

し、最適な順番でＴＸ１～ＴＸ５・

スペクテーター・ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５

Ｆ・ビーコンを経由したゴール地点

までの距離を考慮する。また各クラ

スの入賞タイムが１５分程度とな

るようにＴＸ間の距離設定を行う

ことが望ましい。 

（４）（２）の距離は、競技用地図上の

直線距離とする。 

（５）スペクテーターとビーコン以外の

第１ループと第２ループのＴＸ（Ｔ

Ｘ１～ＴＸ５、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５

Ｆ）には、フラッグを設置しない。

ＴＸから１ｍ以内の位置に、ＴＸ番

号を表示したパンチ台を設置し、そ

のポールには赤・白のストライプの

ペイント等をほどこす。 

（６）第１ループから第２ループへの通

過点を明確にするため、スペクテー

ター走行コースの入口にスペクテ

ーターを設置し、クラシック競技

（５）と同様のフラッグを設置す

る。ただしフラッグの、スペクテー

ターを示す番号または記号の表示

は省略できる。フラッグには、パン

チ台（スペクテーターチェック）を

付ける。 

（７）ゴール地区を明確にするため、ゴ

ール走行コースの入口にビーコン

を設置し、クラシック競技（５）と

同様のフラッグを設置する。ただし

フラッグの、ビーコンを示す番号ま

ーター及びビーコンは、スタート地

点から１００ｍ以内のところに設

置することができる。 

第１ループと第２ループの設置

場所は異なることが望ましいが、混

在させることもできる。 

（３）競技制限時間は６０分を基準と

し、最適な順番でＴＸ１～ＴＸ５・

スペクテーター・ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５

Ｆ・ビーコンを経由したゴール地点

までの距離を考慮する。また各クラ

スの入賞タイムが１５分程度とな

るようにＴＸ間の距離設定を行う

ことが望ましい。 

（４）（２）の距離は、競技用地図上の

直線距離とする。 

（５）スペクテーターとビーコン以外の

第１ループと第２ループのＴＸ（Ｔ

Ｘ１～ＴＸ５、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５

Ｆ）には、フラッグを設置しない。

ＴＸから１ｍ以内の位置に、ＴＸ番

号を表示したパンチ台を設置し、そ

のポールには赤・白のストライプの

ペイント等をほどこす。 

（６）第１ループから第２ループへの通

過点を明確にするため、スペクテー

ター走行コースの入口にスペクテ

ーターを設置し、クラシック競技

（５）と同様のフラッグを設置す

る。ただしフラッグの、スペクテー

ターを示す番号または記号の表示

は省略できる。フラッグには、パン

チ台（スペクテーターチェック）を

付ける。 

（７）ゴールを明確にするため、ゴール

走行コースの入口にビーコンを設

置し、クラシック競技（５）と同様

のフラッグを設置する。ただしフラ

ッグの、ビーコンを示す番号または



たは記号の表示は省略できる。フラ

ッグには、パンチ台（ビーコンチェ

ック）を付ける。 

（８）ビーコンとスペクテーターは、同

一のものとすることもできる。その

場合は、ビーコンをもってスペクテ

ーターとする。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）１０個のＴＸは「ＴＸ１、ＴＸ２、

～、ＴＸ１０」、ビーコン送信機は

「ビーコン」と呼称する。 

（２）１０個のＴＸ及びビーコンは、そ

れぞれ２５０ｍ以上の間隔をもっ

て設置する。 

スタート地点に最も近いＴＸ及

びビーコンは、スタート地点から

２５０ｍ以上のところに設置す

る。 

（３）スタート地点から、最適な順番で

ＴＸ１～ＴＸ１０・ビーコンを経由

したゴール地点までの距離は、９ｋ

ｍ以内とする。 

（４）（２）（３）の距離は、競技地図上

の直線距離とする。 

（５）ＴＸ１～ＴＸ１０にはフラッグを

設置しない。ＴＸから１ｍ以内の位

置に、ＴＸ番号を表示したパンチ台

を設置する。 

（６）ゴール地区を明確にするため、ゴ

ール走行コースの入口にビーコン

を設置し、クラシック競技（５）と

同様のフラッグを設置する。ただし

フラッグの、ビーコンを示す番号ま

たは記号の表示は省略できる。フラ

ッグには、パンチ台（ビーコンチェ

ック）を付ける。 

記号の表示は省略できる。フラッグ

には、パンチ台（ビーコンチェック）

を付ける。 

（８）ビーコンとスペクテーターは、同

一のものとすることもできる。その

場合は、ビーコンをもってスペクテ

ーターとする。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）１０個のＴＸは「ＴＸ１、ＴＸ２、

～、ＴＸ１０」、ビーコン送信機は

「ビーコン」と呼称する。 

（２）１０個のＴＸ及びビーコンは、そ

れぞれ２５０ｍ以上の間隔をもっ

て設置する。 

スタート地点に最も近いＴＸ及

びビーコンは、スタート地点から

２５０ｍ以上のところに設置す

る。 

（３）スタート地点から、最適な順番で

ＴＸ１～ＴＸ１０・ビーコンを経由

したゴール地点までの距離は、９ｋ

ｍ以内とする。 

（４）（２）（３）の距離は、競技地図上

の直線距離とする。 

（５）ＴＸ１～ＴＸ１０にはフラッグを

設置しない。ＴＸから１ｍ以内の位

置に、ＴＸ番号を表示したパンチ台

を設置する。 

（６）ゴールを明確にするため、ゴール

走行コースの入口にビーコンを設

置し、クラシック競技（５）と同様

のフラッグを設置する。ただしフラ

ッグの、ビーコンを示す番号または

記号の表示は省略できる。フラッグ

には、パンチ台（ビーコンチェック）

を付ける。 

２－２ ＴＸの電波の周波数帯、電波の型

式および空中線電力 

  クラシック競技 

２－２ ＴＸの電波の周波数帯、電波の型

式及び空中線電力 

  クラシック競技 



（１）電波の型式は、３．５ＭＨｚ帯は

Ａ１Ａ、１４４ＭＨｚ帯はＡ２Ａと

する。 

（２）空中線電力は、３．５ＭＨｚ帯は

３～５Ｗ、１４４ＭＨｚ帯は０．２

５～１．５Ｗの範囲内とする。 

（３）ＴＸ１～ＴＸ５及びビーコンの電

波は、スタート位置において標準的

な受信装置で受信できなければな

らない。 

 

スプリント競技 

（１）電波の型式は、３．５ＭＨｚ帯 Ａ

１Ａとする。 

（２）空中線電力は、ＴＸ１～ＴＸ５及

びＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆは０．３～１

Ｗ、スペクテーター及びビーコンは

３～５Ｗの範囲内とする。 

（３）ＴＸ１～ＴＸ５、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ

５Ｆ、スペクテーター及びビーコン

の電波は、スタート位置において標

準的な受信装置で受信できなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）電波の型式は、３．５ＭＨｚ帯 Ａ

１Ａとする。 

（２）ＴＸ１～ＴＸ１０の電波は、標準

的な受信装置で、地図上にマークさ

れた公称位置および設置場所から

３０ｍの距離で明瞭に受信でき、設

置場所から２５０ｍの距離で受信

できないものとする。 

（３）ビーコンの空中線電力は３～５Ｗ

（１）電波の型式は、３．５ＭＨｚ帯は

Ａ１Ａ、１４４ＭＨｚ帯はＡ２Ａと

する。 

（２）空中線電力は、３．５ＭＨｚ帯は

３～５Ｗ、１４４ＭＨｚ帯は０．２

５～１．５Ｗの範囲内とする。 

（３）ＴＸ１～ＴＸ５及びビーコンの電

波は、スタート地点及び探査開始地

点において標準的な受信装置で受

信できなければならない。 

 

スプリント競技 

（１）電波の型式は、３．５ＭＨｚ帯 Ａ

１Ａとする。 

（２）空中線電力は、ＴＸ１～ＴＸ５及

びＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆは０．３～１

Ｗ、スペクテーター及びビーコンは

０．３～５Ｗの範囲内とする。 

（３）ＴＸ１～ＴＸ５、スペクテーター

及びビーコンの電波は、スタート地

点及び探査開始地点において標準

的な受信装置で受信できなければ

ならない。 

（４）ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ及びビーコン

の電波は、スペクテーター走行コー

スの出口の位置において標準的な

受信装置で受信できなければなら

ない。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）電波の型式は、３．５ＭＨｚ帯 Ａ

１Ａとする。 

（２）ＴＸ１～ＴＸ１０の電波は、標準

的な受信装置で、地図上にマークさ

れた公称位置及び設置場所から３

０ｍの距離で明瞭に受信でき、設置

場所から２５０ｍの距離で受信で

きないものとする。 

（３）ビーコンの空中線電力は０．３～



の範囲内とし、その電波は、スター

ト位置において標準的な受信装置

で受信できなければならない。 

５Ｗの範囲内とし、その電波は、ス

タート地点及び探査開始地点にお

いて標準的な受信装置で受信でき

なければならない。 

２－４ ＴＸの識別符号、電波の周波数 

と発射順序等 

   ＴＸを識別するために、各ＴＸはモ

ールス符号を送信する。コールサイン

については、すべてのＴＸにおいて、

概ね１０分毎に１回送信するのを標準

とする。 

各ＴＸの電波の周波数は、「アマチュ

ア業務に使用する電波の型式及び周波

数の使用区別」（アマチュアバンド使用

区別）に従って審判長が指定する。 

 

  クラシック競技 

（１）ＴＸのモールス符号による識別符

号は次のものとし、モールス符号の

速さは４５～６０ＰＡＲＩＳとす

る。 

ＴＸ１は 「ＭＯＥ」 

   ＴＸ２は 「ＭＯＩ」 

   ＴＸ３は 「ＭＯＳ」 

   ＴＸ４は 「ＭＯＨ」 

   ＴＸ５は 「ＭＯ５」 

   ビーコンは「ＭＯ」 

（２）ＴＸ１～ＴＸ５の電波は同一周波

数とし、ビーコンの周波数は、それ

と異なる周波数とする。 

（３）ＴＸ１～ＴＸ５の電波は、ＴＸ１、

ＴＸ２、～、ＴＸ５の順序で繰り返

して発射する。なお、各ＴＸの送信

時間は１分間とし、各ＴＸの送信の

切替時間の誤差は、５秒以内とす

る。 

（４）ビーコンの電波は、連続送信とす

る。 

（５）ＴＸ１～ＴＸ５及びビーコンは、

２－４ ＴＸの識別符号、電波の周波数 

と発射順序等 

   ＴＸを識別するために、各ＴＸはモ

ールス符号を送信する。コールサイン

については、すべてのＴＸにおいて、

概ね１０分毎に１回送信するのを標準

とする。 

各ＴＸの電波の周波数は、「アマチュ

ア業務に使用する電波の型式及び周波

数の使用区別」（アマチュアバンド使用

区別）に従って審判長が指定する。 

 

  クラシック競技 

（１）ＴＸのモールス符号による識別符

号は次のものとし、モールス符号の

速さは４５～６０ＰＡＲＩＳとす

る。 

   ＴＸ１は 「ＭＯＥ」 

   ＴＸ２は 「ＭＯＩ」 

   ＴＸ３は 「ＭＯＳ」 

   ＴＸ４は 「ＭＯＨ」 

   ＴＸ５は 「ＭＯ５」 

   ビーコンは「ＭＯ」 

（２）ＴＸ１～ＴＸ５の電波は同一周波

数とし、ビーコンの周波数は、それ

と異なる周波数とする。 

（３）ＴＸ１～ＴＸ５の電波は、ＴＸ１、

ＴＸ２、～、ＴＸ５の順序で繰り返

して発射する。なお、各ＴＸの送信

時間は１分間とし、各ＴＸの送信の

切替時間の誤差は、５秒以内とす

る。 

（４）ビーコンの電波は、連続送信とす

る。 

（５）ＴＸ１～ＴＸ５及びビーコンは、



スタート地区において、全ての競技

者の受信装置が保管されてから送

信を開始する。ＴＸ１～ＴＸ５は、

競技者の最終グループの競技制限

時間を超えた時点で送信を停止し、

ビーコンは、全競技者がゴール地点

に戻るまで送信する。 

 

スプリント競技 

（１）ＴＸのモールス符号による識別符

号は次のものとする。 

  ＴＸ１およびＴＸ１Ｆは「ＭＯＥ」 

  ＴＸ２およびＴＸ２Ｆは「ＭＯＩ」 

  ＴＸ３およびＴＸ３Ｆは「ＭＯＳ」 

  ＴＸ４およびＴＸ４Ｆは「ＭＯＨ」 

  ＴＸ５およびＴＸ５Ｆは「ＭＯ５」 

  スペクテーターは   「Ｓ」 

  ビーコンは      「ＭＯ」 

（２）ＴＸのモールス符号の速さは、Ｔ

Ｘ１～ＴＸ５とビーコンは５０Ｐ

ＡＲＩＳ、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆとス

ペクテーターは７０ＰＡＲＩＳと

する。 

（３）ＴＸの電波の周波数は、ＴＸ１～

ＴＸ５（ＴＸ１～ＴＸ５の電波は同

一周波数）とＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ

（ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆの電波は同

一周波数）とスペクテーターとビー

コンは、それぞれ異なるものとす

る。また、それらの周波数は、次の

ものを推奨する。 

ＴＸ１～ＴＸ５ 

  ３．５１ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

５０ＰＡＲＩＳ） 

スペクテーター 

 ３．５４ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

７０ＰＡＲＩＳ） 

スタート地区において、全ての競技

者の受信装置が保管されてから送

信を開始する。ＴＸ１～ＴＸ５は、

競技者の最終グループの競技制限

時間を超えた時点で送信を停止し、

ビーコンは、全競技者がゴール地点

に戻るまで送信する。 

 

スプリント競技 

（１）ＴＸのモールス符号による識別符

号は次のものとする。 

   ＴＸ１及びＴＸ１Ｆは「ＭＯＥ」 

   ＴＸ２及びＴＸ２Ｆは「ＭＯＩ」 

   ＴＸ３及びＴＸ３Ｆは「ＭＯＳ」 

   ＴＸ４及びＴＸ４Ｆは「ＭＯＨ」 

   ＴＸ５及びＴＸ５Ｆは「ＭＯ５」 

   スペクテーターは  「Ｓ」 

   ビーコンは     「ＭＯ」 

（２）ＴＸのモールス符号の速さは、Ｔ

Ｘ１～ＴＸ５とビーコンは５０Ｐ

ＡＲＩＳ、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆとス

ペクテーターは７０ＰＡＲＩＳと

する。 

（３）ＴＸの電波の周波数は、ＴＸ１～

ＴＸ５（ＴＸ１～ＴＸ５の電波は同

一周波数）とＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ

（ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆの電波は同

一周波数）とスペクテーターとビー

コンは、それぞれ異なるものとす

る。また、それらの周波数は、次の

ものを推奨する。 

ＴＸ１～ＴＸ５ 

３．５１ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

５０ＰＡＲＩＳ） 

スペクテーター 

  ３．５４ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

７０ＰＡＲＩＳ） 



ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ 

 ３．５７ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

７０ＰＡＲＩＳ） 

ビーコン 

  ３．６０ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

５０ＰＡＲＩＳ） 

（４）各ループにおいて、ＴＸ１～ＴＸ

５（ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ）の電波は、

ＴＸ１（ＴＸ１Ｆ）、ＴＸ２（ＴＸ

２Ｆ）、～、ＴＸ５（ＴＸ５Ｆ）の

順序で繰り返して発射する。なお、

各ＴＸの送信時間は１２秒間とし、

各ＴＸの送信の切替時間の誤差は、

１秒以内とする。 

（５）スペクテーター及びビーコンの電

波は、連続送信とする。 

（６）ＴＸ１～５、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ、

スペクテーター及びビーコンは、ス

タート地区において、全ての競技者

の受信装置が保管されてから送信

を開始する。ＴＸ１～５、ＴＸ１Ｆ

～ＴＸ５Ｆ及びスペクテーターは、

競技者の最終グループの競技制限

時間を超えた時点で送信を停止し、

ビーコンは、全競技者がゴール地点

に戻るまで送信する。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）ＴＸのモールス符号による識別符

号は次のものとする。 

   ＴＸ１及び ＴＸ６は 「ＭＯＥ」 

   ＴＸ２及び ＴＸ７は 「ＭＯＩ」 

   ＴＸ３及び ＴＸ８は 「ＭＯＳ」 

   ＴＸ４及び ＴＸ９は 「ＭＯＨ」 

   ＴＸ５及びＴＸ１０は「ＭＯ５」 

   ビーコンは     「ＭＯ」 

（２）ＴＸのモールス符号の速さは、Ｔ

ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ 

３．５７ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

７０ＰＡＲＩＳ） 

ビーコン 

  ３．６０ＭＨｚ 

（モールス符号の速さ 

５０ＰＡＲＩＳ） 

（４）各ループにおいて、ＴＸ１～ＴＸ

５（ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ）の電波は、

ＴＸ１（ＴＸ１Ｆ）、ＴＸ２（ＴＸ

２Ｆ）、～、ＴＸ５（ＴＸ５Ｆ）の

順序で繰り返して発射する。なお、

各ＴＸの送信時間は１２秒間とし、

各ＴＸの送信の切替時間の誤差は、

１秒以内とする。 

（５）スペクテーター及びビーコンの電

波は、連続送信とする。 

（６）ＴＸ１～５、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ、

スペクテーター及びビーコンは、ス

タート地区において、全ての競技者

の受信装置が保管されてから送信

を開始する。ＴＸ１～５、ＴＸ１Ｆ

～ＴＸ５Ｆ及びスペクテーターは、

競技者の最終グループの競技制限

時間を超えた時点で送信を停止し、

ビーコンは、全競技者がゴール地点

に戻るまで送信する。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）ＴＸのモールス符号による識別符

号は次のものとする。 

   ＴＸ１及び ＴＸ６は 「ＭＯＥ」 

   ＴＸ２及び ＴＸ７は 「ＭＯＩ」 

   ＴＸ３及び ＴＸ８は 「ＭＯＳ」 

   ＴＸ４及び ＴＸ９は 「ＭＯＨ」 

   ＴＸ５及びＴＸ１０は「ＭＯ５」 

   ビーコンは     「ＭＯ」 

（２）ＴＸのモールス符号の速さは、Ｔ



Ｘ１～ＴＸ５及びビーコンは「５０

ＰＡＲＩＳ」、ＴＸ６～ＴＸ１０は

「７０ＰＡＲＩＳ」とする。 

（３）ＴＸの電波は、ＴＸ１～ＴＸ１０

の周波数と、ビーコンの周波数は異

なるものとする。ＴＸ１～ＴＸ１０

のそれぞれの周波数は、隣接して設

置されるＴＸの周波数は異なるこ

とが望ましい。 

（４）ＴＸ１～１０およびビーコンの電

波は、連続送信とする。 

（５）ＴＸ１～１０は、競技者の最終グ

ループの競技制限時間を超えた時

点で送信を停止し、ビーコンは、全

競技者がゴール地点に戻るまで送

信する。 

Ｘ１～ＴＸ５及びビーコンは「５０

ＰＡＲＩＳ」、ＴＸ６～ＴＸ１０は

「７０ＰＡＲＩＳ」とする。 

（３）ＴＸの電波は、ＴＸ１～ＴＸ１０

の周波数と、ビーコンの周波数は異

なるものとする。ＴＸ１～ＴＸ１０

のそれぞれの周波数は、隣接して設

置されるＴＸの周波数は異なるこ

とが望ましい。 

（４）ＴＸ１～ＴＸ１０及びビーコンの

電波は、連続送信とする。 

（５）ＴＸ１～ＴＸ１０は、競技者の最

終グループの競技制限時間を超え

た時点で送信を停止し、ビーコン

は、全競技者がゴール地点に戻るま

で送信する。 

３－１ 競技者の持参装置 

競技者は、次の物を持参する。 

（１）受信装置（アンテナおよびイヤホ

ン・ヘッドホンを含む） 

（２）コンパス（方位磁石） 

（３）時計（スマートフォン・携帯電話

等の時計機能の使用は不可とする） 

（４）筆記用具 

注）競技者は、地図または地図に準ずる

情報の表示機能の無いＧＰＳ受信機

を携行することができる。ただし、そ

れを競技中の探査や現在位置の特定

等に使用してはならない。 

３－１ 競技者の持参装置 

競技者は、次の物を持参する。 

（１）受信装置（アンテナ及びイヤホ

ン・ヘッドホンを含む） 

（２）コンパス（方位磁石） 

（３）時計（スマートフォン・携帯電話

等の時計機能の使用は不可とする） 

（４）筆記用具 

注）競技者は、地図または地図に準ずる

情報の表示機能の無いＧＰＳ受信機

を携行することができる。ただし、そ

れを競技中の探査や現在位置の特定

等に使用してはならない。 

３－３ 配付物 

競技者には、原則として次の物が配付さ

れる。 

（１）探査証明器具（チェックカードま

たはＳＩカード等のＩＣ器具） 

ＴＸを探査したときの探査証明

を記録するもので、耐水性を考慮し

たもの。 

（２）競技用地図 

クラシック競技 

３－３ 配付物 

競技者には、原則として次の物が配付さ

れる。 

（１）探査証明器具（ＳＩカード等のＩ

Ｃ器具またはチェックカード） 

ＴＸを探査したときの探査証明

を記録するもので、耐水性を考慮し

たもの。 

（２）競技用地図 

クラシック競技 



２万５千分の１以上の縮尺の地

図であって、スタート地点（△）、

ビーコン（○）、ゴール走行コース

（－－－－）、ゴール（◎）、磁北、

及び縮尺（またはスケール）、並び

に給水ポイントを設ける場合は、そ

の場所が明示されているものとす

る。なお、使用する地図は、出来る

限り耐水性のあるものが望ましく、

１万分の１～１万５千分の１の縮

尺のオリエンテーリング用が最も

望ましい。 

 

スプリント競技 

１万５千分の１以上の縮尺の地

図であって、スタート地点（△）、

スペクテーター（ ○Ｓ  ）、スペクテ

ーター走行コース（－－－－）、ビ

ーコン（○）、ゴール走行コース（－

－－－）、ゴール（◎）、磁北、及び

縮尺（またはスケール）が明示され

ているものとする。なお、使用する

地図は、出来る限り耐水性のあるも

のが望ましく、４千分の１～５千分

の１の縮尺のオリエンテーリング

用が最も望ましい。 

 

 ＦＯＸ－Ｏ競技 

２万５千分の１以上の縮尺の地

図であって、各ＴＸ公称位置を中心

とした○にＴＸ番号を併記、スター

ト地点（△）、ビーコン（○）、ゴー

ル走行コース（－－－－）、ゴール

（◎）、磁北、及び縮尺（またはス

ケール）、並びに給水ポイントを設

ける場合はその場所が明示されて

いるものとする。なお、使用する地

図は出来る限り耐水性のあるもの

が望ましく、１万分の１～１万５千

２万５千分の１以上の縮尺の地

図であって、スタート地点（△）、

ビーコン（○）、ゴール走行コース

（－－－－）、ゴール地点（◎）、磁

北、及び縮尺（またはスケール）、

並びに給水地点を設ける場合は、そ

の場所が明示されているものとす

る。なお、使用する地図は、出来る

限り耐水性のあるものが望ましく、

１万分の１～１万５千分の１の縮

尺のオリエンテーリング用が最も

望ましい。 

 

スプリント競技 

１万５千分の１以上の縮尺の地

図であって、スタート地点（△）、

スペクテーター（ ○Ｓ  ）、スペクテ

ーター走行コース（－－－－）、ビ

ーコン（○）、ゴール走行コース（－

－－－）、ゴール地点（◎）、磁北、

及び縮尺（またはスケール）が明示

されているものとする。なお、使用

する地図は、出来る限り耐水性のあ

るものが望ましく、４千分の１～５

千分の１の縮尺のオリエンテーリ

ング用が最も望ましい。 

 

 ＦＯＸ－Ｏ競技 

２万５千分の１以上の縮尺の地

図であって、各ＴＸ公称位置を中心

とした○にＴＸ番号を併記、スター

ト地点（△）、ビーコン（○）、ゴー

ル走行コース（－－－－）、ゴール

地点（◎）、磁北、及び縮尺（また

はスケール）、並びに給水地点を設

ける場合はその場所が明示されて

いるものとする。なお、使用する地

図は出来る限り耐水性のあるもの

が望ましく、１万分の１～１万５千



分の１の縮尺のオリエンテーリン

グ用が最も望ましい。 

 

（３）ゼッケン 

競技者の上半身の衣服の前後に

付けて競技者を識別するもので、競

技者は、明瞭に読み取れるように装

着しなければならない。 

分の１の縮尺のオリエンテーリン

グ用が最も望ましい。 

 

（３）ゼッケン 

競技者の上半身の衣服の前後に

付けて競技者を識別するもので、競

技者は、ゼッケン番号が明瞭に読み

取れるように装着しなければなら

ない。ただし、大会規模等を考慮し、

大会運営上支障のない場合は、後面

のゼッケンは省略することができ

る。 

４－２ 競技情報の掲示 

スタート地区では、次の情報を掲示す

る。 

クラシック競技 

（１）ＴＸ１～５及びビーコンの周波数 

（２）競技制限時間（競技地域の地形を

考慮し、１００～１４０分の範囲で

審判長が決める） 

（３）競技クラスごとの探査するＴＸ 

（４）ビーコンチェックの有無 

（５）競技用地図の地図記号の凡例 

（６）各競技者のスタート時刻 

 

（７）フラッグ及びパンチ台の見本 

（８）救護場所 

（９）競技に使用する公式時刻を表示す

る時計 

（10）その他審判長が特に必要と認める

事項 

 

スプリント競技 

（１）ＴＸ１～５、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ、

スペクテーター及びビーコンの周

波数 

（２）競技制限時間（競技地域の地形を

考慮し、６０分以内の範囲で審判長

が決める） 

４－２ 競技情報の掲示 

スタート地区では、次の情報を掲示す

る。 

クラシック競技 

（１）ＴＸ１～５及びビーコンの周波数 

（２）競技制限時間（競技地域の地形等

を考慮し、１００～１４０分の範囲

で審判長が決める） 

（３）競技クラスごとの探査するＴＸ 

（４）ビーコンチェックの有無 

（５）競技用地図の地図記号の凡例 

（６）各競技者のスタート時刻（それが

わかるスタートグループ表等） 

（７）フラッグ及びパンチ台の見本 

（８）救護場所 

（９）競技に使用する公式時刻を表示す

る時計 

（10）その他審判長が特に必要と認める

事項 

 

スプリント競技 

（１）ＴＸ１～５、ＴＸ１Ｆ～ＴＸ５Ｆ、

スペクテーター及びビーコンの周

波数 

（２）競技制限時間（競技地域の地形等

を考慮し、６０分以内の範囲で審判

長が決める） 



（３）競技クラスごとの探査するＴＸ 

（４）競技用地図の地図記号の凡例 

（５）各競技者のスタート時刻 

 

（６）パンチ台の見本 

（７）救護場所 

（８）競技に使用する公式時刻を表示す

る時計 

（９）その他審判長が特に必要と認める

事項 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）ＴＸ１～ＴＸ１０のそれぞれの周

波数及びビーコンの周波数 

（２）競技制限時間（競技地域の地形を

考慮し、１００～１４０分の範囲で

審判長が決める） 

（３）競技クラスごとの探査するＴＸ 

（４）競技用地図の地図記号の凡例 

（５）各競技者のスタート時刻 

 

（６）パンチ台の見本 

（７）救護場所 

（８）競技に使用する公式時刻を表示す

る時計 

（９）その他審判長が特に必要と認める

事項 

（３）競技クラスごとの探査するＴＸ 

（４）競技用地図の地図記号の凡例 

（５）各競技者のスタート時刻（それが

わかるスタートグループ表等） 

（６）パンチ台の見本 

（７）救護場所 

（８）競技に使用する公式時刻を表示す

る時計 

（９）その他審判長が特に必要と認める

事項 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）ＴＸ１～ＴＸ１０のそれぞれの周

波数及びビーコンの周波数 

（２）競技制限時間（競技地域の地形等

を考慮し、１００～１４０分の範囲

で審判長が決める） 

（３）競技クラスごとの探査するＴＸ 

（４）競技用地図の地図記号の凡例 

（５）各競技者のスタート時刻（それが

わかるスタートグループ表等） 

（６）パンチ台の見本 

（７）救護場所 

（８）競技に使用する公式時刻を表示す

る時計 

（９）その他審判長が特に必要と認める

事項 

４－３ 受信装置の保管 

（１）クラシック競技及びスプリント競

技において、スタート地区には、競

技者の受信装置を保管する場所（受

信機保管場所）を設ける。 

（２）クラシック競技及びスプリント競

技において、競技者は、審判員また

は係員の指示に従い、探査に使用す

る全ての受信装置を受信機保管場

所に預ける。ただし、イヤホン・ヘ

ッドホンは除く。 

 注）ＦＯＸ－Ｏ競技においては、受信

４－３ 受信装置の保管 

（１）クラシック競技及びスプリント競

技において、スタート地区には、競

技者の受信装置を保管する場所（受

信機保管場所）を設ける。 

（２）クラシック競技及びスプリント競

技において、競技者は、審判員また

は係員の指示に従い、探査に使用す

る全ての受信装置を受信機保管場

所に預ける。ただし、イヤホン・ヘ

ッドホンは除く。 

 注）ＦＯＸ－Ｏ競技においては、受信



装置は、競技者が自ら管理する。 

（３）競技者が予備の受信装置を準備し

ている場合は、事前に審判員または

係員に申し出て、指定された場所に

保管したもののみ使用できる。 

装置は、競技者が自ら管理する。 

（３）競技者が予備の受信装置を準備し

ている場合は、事前に審判員または

係員に申し出て、指定された場所に

保管したもののみ使用できる。 

（４）大会規模等を考慮し、大会運営上

支障のない場合は、受信機保管場所

を省略することができる。その場

合、受信装置は、競技者が自ら管理

する。 

４－５ 競技者の呼出し 

競技者は、スタート前の呼出を受けた

後、スタートの合図があるまで、次の事項

を守らなければならない。 

（１）受信装置の電源を入れてはならな

い。 

（２）イヤホン・ヘッドホンについて、競

技者は、それを耳に装着すること、並

びに受信装置本体に接続することが

できる。ただし、受信装置本体に接続

することで、受信装置の電源が入る場

合は、接続してはならない。 

  また、Bluetooth 接続のものは、受

信装置の電源が入らない状態で、イヤ

ホン・ヘッドホン装置の電源を入れる

ことができる。 

（３）他の競技者と対話してはならない。

緊急の場合は、審判員もしくは係員に

申し出る。 

（４）探査と紛らわしい行為をしてはなら

ない。 

 

  クラシック競技 

（１）競技者は、スタート１５分前に呼

出しを受けた後、各自の受信装置を

受信機保管場所から取り、スタート

地区の審判員が指示する場所で待

機する。探査証明用の記録器具にＳ

Ｉカード等のＩＣ器具を使用する

場合は、審判員の指示する場所で、

ＩＣ器具のメモリデータを自ら消

去（クリア）する。 

（２）競技者は、スタート１０分前の合

４－５ 競技者の呼出し 

競技者は、スタート前の呼出を受けた

後、スタートの合図があるまで、次の事項

を守らなければならない。 

（１）受信装置の電源を入れてはならな

い。 

（２）イヤホン・ヘッドホンについて、競

技者は、それを耳に装着すること、並

びに受信装置本体に接続することが

できる。ただし、受信装置本体に接続

することで、受信装置の電源が入る場

合は、接続してはならない。 

  また、Bluetooth 接続のものは、受

信装置の電源が入らない状態で、イヤ

ホン・ヘッドホン装置の電源を入れる

ことができる。 

（３）他の競技者と対話してはならない。

緊急の場合は、審判員もしくは係員に

申し出る。 

（４）探査と紛らわしい行為をしてはなら

ない。 

 

  クラシック競技 

（１）競技者は、スタート１５分前に呼

出しを受けた後、各自の受信装置を

受信機保管場所から取り、スタート

地区の審判員が指示する場所で待

機する。探査証明用の記録器具にＳ

Ｉカード等のＩＣ器具を使用する

場合は、審判員の指示する場所で、

ＩＣ器具のメモリデータを自ら消

去（クリア）する。 

（２）競技者は、スタート１０分前の合



図で、地図配付ラインへと進み、競

技用地図を受け取る。 

（３）競技者は、スタート５分前の合図

で、スタートラインへと進む。 

 

スプリント競技 

（１）競技者は、スタート６分前に呼出

しを受けた後、各自の受信装置を受

信機保管場所から取り、スタート地

区の審判員が指示する場所で待機

する。探査証明用の記録器具にＳＩ

カード等のＩＣ器具を使用する場

合は、審判員の指示する場所で、Ｉ

Ｃ器具のメモリデータを自ら消去

（クリア）する。 

（２）競技者は、スタート４分前の合図

で、他のスタートグループと混在し

ないよう、スタートラインの手前の

指定された場所へと進む。 

（３）競技者は、スタート２分前の合図

で、スタートラインへと進み、競技

用地図を受け取る。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）競技者は、スタート６分前に呼出

しを受けた後、スタート地区の審判

員が指示する場所で待機する。探査

証明用の記録器具にＳＩカード等

のＩＣ器具を使用する場合は、審判

員の指示する場所で、ＩＣ器具のメ

モリデータを自ら消去（クリア）す

る。 

（２）競技者は、スタート４分前の合図

で、他のスタートグループと混在し

ないよう、スタートラインの手前の

指定された場所へと進む。 

（３）競技者は、スタート２分前の合図

で、スタートラインへと進む。 

（４）競技者は、スタートの合図の後に、

図で、地図配付地点へと進み、競技

用地図を受け取る。 

（３）競技者は、スタート５分前の合図

で、スタート地点へと進む。 

 

スプリント競技 

（１）競技者は、スタート６分前に呼出

しを受けた後、各自の受信装置を受

信機保管場所から取り、スタート地

区の審判員が指示する場所で待機

する。探査証明用の記録器具にＳＩ

カード等のＩＣ器具を使用する場

合は、審判員の指示する場所で、Ｉ

Ｃ器具のメモリデータを自ら消去

（クリア）する。 

（２）競技者は、スタート４分前の合図

で、他のスタートグループと混在し

ないよう、スタート地点の手前の指

定された場所へと進む。 

（３）競技者は、スタート２分前の合図

で、スタート地点へと進み、競技用

地図を受け取る。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）競技者は、スタート６分前に呼出

しを受けた後、スタート地区の審判

員が指示する場所で待機する。探査

証明用の記録器具にＳＩカード等

のＩＣ器具を使用する場合は、審判

員の指示する場所で、ＩＣ器具のメ

モリデータを自ら消去（クリア）す

る。 

（２）競技者は、スタート４分前の合図

で、他のスタートグループと混在し

ないよう、スタート地点の手前の指

定された場所へと進む。 

（３）競技者は、スタート２分前の合図

で、スタート地点へと進む。 

（４）競技者は、スタートの合図の後に、



指定された場所に置いてある競技

用地図を自ら受け取ってスタート

する。競技用地図は、一緒にスター

トする競技者全員が、スタート直後

に混乱することなく受け取ること

が出来るように配慮することが必

要である。 

注）ＦＯＸ－Ｏ競技では、原則として、

スタート前には競技用地図の配付

を行わない。もし配付する場合は、

選手の足元に裏返して置くなどし

て、競技者がスタートの合図がある

まで、競技用地図を見ることができ

ないようにする。 

指定された場所に置いてある競技

用地図を自ら受け取ってスタート

する。競技用地図は、一緒にスター

トする競技者全員が、スタート直後

に混乱することなく受け取ること

が出来るように配慮することが必

要である。 

注）ＦＯＸ－Ｏ競技では、原則として、

スタート前には競技用地図の配付

を行わない。もし配付する場合は、

選手の足元に裏返して置く等して、

競技者がスタートの合図があるま

で、競技用地図を見ることができな

いようにする。 

４－６ スタート走行コース 

（１）スタートラインから競技地域まで

２５０ｍ以内の長さの走行コース

を設け、走行コース、並びに走行コ

ース出口（探査開始地点）を明示す

る。 

（２）走行コースは、競技者の参加人数

が多い場合、競技者を分散させるた

めに競技クラス別に複数設けるこ

とが望ましい。ただし、Ｍ１２（Ｗ

１２）、Ｍ１５（Ｗ１５）クラスは

Ｍ１９（Ｗ１９）クラスと同じ走行

コースとする。 

 

 

 

 

 

 

（３）探査開始地点は、スタート前の競

技者から見えないようにすること

が望ましい。 

（４）競技者は、スタートの合図後から、

受信装置の電源を入れることがで

きるが、スタート走行コース内で

４－６ スタート走行コース 

（１）スタート地点から競技地域まで２

５０ｍ以内の長さの走行コースを

設け、走行コース、並びに走行コー

ス出口（探査開始地点）を明示する。 

 

（２）走行コースは、競技者の参加人数

が多い場合、競技者を分散させるた

めに競技クラス別に複数設けるこ

とが望ましい。ただし次のクラスは

同じ走行コースとする。 

   Ｗ１２とＷ１５はＷ１９クラス 

と同じ走行コース 

   Ｍ１２とＭ１５はＭ１９クラス 

と同じ走行コース 

   Ｗ６５はＷ７０クラス 

と同じ走行コース 

   Ｍ７０はＭ７５クラス 

と同じ走行コース 

（３）探査開始地点は、スタート前の競

技者から見えないようにすること

が望ましい。 

（４）競技者は、スタートの合図後から、

受信装置の電源を入れることがで

きるが、スタート走行コース内で



は、探査、または探査と紛らわしい

行為をしてはならない。 

（５）競技者は、スタート走行コース内

では、正当な理由無く立ち止まった

り、他の競技者の妨害をすることな

く、速やかに探査開始地点まで進

み、スタート走行コースを出なけれ

ばならない。 

（６）競技者は、スタート走行コース内

で、正当な理由がある場合（例えば、

突然の体調不良や受信装置のトラ

ブル等）は、スタート地点に戻った

り、探査開始地点以外の場所からス

タート走行コースの外へ出ること

を認める。その場合は直ちに、審判

員または係員に正当な理由を申し

出て、その後の行動は、審判員また

は係員の指示に従う。 

は、探査、または探査と紛らわしい

行為をしてはならない。 

（５）競技者は、スタート走行コース内

では、正当な理由無く立ち止まった

り、他の競技者の妨害をすることな

く、速やかに探査開始地点まで進

み、スタート走行コースを出なけれ

ばならない。 

（６）競技者は、スタート走行コース内

で、正当な理由がある場合（例えば、

突然の体調不良や受信装置のトラ

ブル等）は、スタート地点に戻った

り、探査開始地点以外の場所からス

タート走行コースの外へ出ること

を認める。その場合は直ちに、審判

員または係員に正当な理由を申し

出て、その後の行動は、審判員また

は係員の指示に従う。 

５－１ 競技クラス別のＴＸの探査個数 

各競技クラスの競技者は、次の個数のＴ

Ｘを探査する。 

各競技クラスの探査個数、並びに探査す

るＴＸは、審判長が指定する。 

 

クラシック競技 

（１）Ｍ１２ ４個、または５個 

（２）Ｍ１５ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（３）Ｍ１９ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（４）Ｍ２１ ５個 

（５）Ｍ４０ ４個、または５個 

（６）Ｍ５０ ４個、または５個 

（７）Ｍ６０ ３個、または４個 

（８）Ｍ７０ ３個、または４個 

（９）Ｗ１２ ４個、または５個 

（10）Ｗ１５ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（11）Ｗ１９ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（12）Ｗ２１ ４個、または５個 

（13）Ｗ３５ ４個、または５個 

（14）Ｗ５０ ３個、または４個 

５－１ 競技クラス別のＴＸの探査個数 

各競技クラスの競技者は、次の個数のＴ

Ｘを探査する。 

各競技クラスの探査個数、並びに探査す

るＴＸは、審判長が指定する。 

 

クラシック競技 

（１）Ｗ１２ ４個、または５個 

（２）Ｗ１５ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（３）Ｗ１９ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（４）Ｗ２１ ４個、または５個 

（５）Ｗ３５ ４個、または５個 

（６）Ｗ４５ ３個、または４個 

（７）Ｗ５５ ３個、または４個 

（８）Ｗ６５ ３個、または４個 

（９）Ｗ７０ Ｗ６５と同じ探査ＴＸ 

（10）Ｍ１２ ４個、または５個 

（11）Ｍ１５ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（12）Ｍ１９ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（13）Ｍ２１ ５個 

（14）Ｍ４０ ４個、または５個 



（15）Ｗ６０ ３個、または４個 

各ＴＸを探査する順序は、順不同でよ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプリント競技 

（１）Ｍ１２ ６個～ ８個 

（２）Ｍ１５ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（３）Ｍ１９ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（４）Ｍ２１ ８個～１０個 

（５）Ｍ４０ ６個～ ８個 

（６）Ｍ５０ ５個～ ８個 

（７）Ｍ６０ ５個～ ８個 

（８）Ｍ７０ ４個～ ７個 

（９）Ｗ１２ ５個～ ８個 

（10）Ｗ１５ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（11）Ｗ１９ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（12）Ｗ２１ ６個～１０個 

（13）Ｗ３５ ５個～ ８個 

（14）Ｗ５０ ３個、または４個 

（15）Ｗ６０ ３個、または４個 

各ＴＸを探査する順序は、第１ループ内

ＴＸ（順不同）、スペクテーター、第２ル

ープ内ＴＸ（順不同）、ビーコンの順とす

る。スペクテーターを通過後の第１ループ

の探査およびスペクテーター通過前の第

２ループの探査は無効とする。 

 

 

 

 

 

 

（15）Ｍ５０ ４個、または５個 

（16）Ｍ６０ ３個、または４個 

（17）Ｍ７０ ３個、または４個 

（18）Ｍ７５ Ｍ７０と同じ探査ＴＸ 

各ＴＸを探査する順序は、順不同でよ

い。 

中学校対抗表彰及び高等学校対抗表彰

を設ける場合は、Ｍ１５・Ｍ１９クラスと

Ｗ１５・Ｗ１９クラスの探査個数は同じと

する。 

 

スプリント競技 

（１）Ｗ１２ ５個～ ８個 

（２）Ｗ１５ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（３）Ｗ１９ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（４）Ｗ２１ ６個～１０個 

（５）Ｗ３５ ５個～ ８個 

（６）Ｗ４５ ４個～ ７個 

（７）Ｗ５５ ４個～ ７個 

（８）Ｗ６５ ４個～ ７個 

（９）Ｗ７０ Ｗ６５と同じ探査ＴＸ 

（10）Ｍ１２ ６個～ ８個 

（11）Ｍ１５ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（12）Ｍ１９ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（13）Ｍ２１ ８個～１０個 

（14）Ｍ４０ ６個～ ８個 

（15）Ｍ５０ ５個～ ８個 

（16）Ｍ６０ ５個～ ８個 

（17）Ｍ７０ ４個～ ７個 

（18）Ｍ７５ Ｍ７０と同じ探査ＴＸ 

各ＴＸを探査する順序は、第１ループ内

ＴＸ（順不同）、スペクテーター、第２ル

ープ内ＴＸ（順不同）、ビーコンの順とす

る。スペクテーターを通過後の第１ループ

の探査及びスペクテーター通過前の第２

ループの探査は無効とする。 

中学校対抗表彰及び高等学校対抗表彰

を設ける場合は、Ｍ１５・Ｍ１９クラスと

Ｗ１５・Ｗ１９クラスの探査個数は同じと



 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）Ｍ１２ ６個～ ８個 

（２）Ｍ１５ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（３）Ｍ１９ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（４）Ｍ２１ ８個～１０個 

（５）Ｍ４０ ６個～ ８個 

（６）Ｍ５０ ５個～ ８個 

（７）Ｍ６０ ５個～ ８個 

（８）Ｍ７０ ４個～ ７個 

（９）Ｗ１２ ５個～ ８個 

（10）Ｗ１５ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（11）Ｗ１９ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（12）Ｗ２１ ６個～１０個 

（13）Ｗ３５ ５個～ ８個 

（14）Ｗ５０ ３個、または４個 

（15）Ｗ６０ ３個、または４個 

各ＴＸを探査する順序は、順不同でよ

い。 

する。 

 

ＦＯＸ－Ｏ競技 

（１）Ｗ１２ ５個～ ８個 

（２）Ｗ１５ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（３）Ｗ１９ Ｗ１２と同じ探査ＴＸ 

（４）Ｗ２１ ６個～１０個 

（５）Ｗ３５ ５個～ ８個 

（６）Ｗ４５ ４個～ ７個 

（７）Ｗ５５ ４個～ ７個 

（８）Ｗ６５ ４個～ ７個 

（９）Ｗ７０ Ｗ６５と同じ探査ＴＸ 

（10）Ｍ１２ ６個～ ８個 

（11）Ｍ１５ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（12）Ｍ１９ Ｍ１２と同じ探査ＴＸ 

（13）Ｍ２１ ８個～１０個 

（14）Ｍ４０ ６個～ ８個 

（15）Ｍ５０ ５個～ ８個 

（16）Ｍ６０ ５個～ ８個 

（17）Ｍ７０ ４個～ ７個 

（18）Ｍ７５ Ｍ７０と同じ探査ＴＸ 

各ＴＸを探査する順序は、順不同でよ

い。 

中学校対抗表彰及び高等学校対抗表彰

を設ける場合は、Ｍ１５・Ｍ１９クラスと

Ｗ１５・Ｗ１９クラスの探査個数は同じと

する。 

５－３ スペクテーター走行コース 

（スプリント競技について） 

（１）スペクテーター走行コースは、ス

ペクテーターから始まり、競技者は

一方通行とする。走行コースに進入

した競技者は、他の競技者の妨害を

することなく、速やかに走行コース

を通過しなければならない。 

（２）スペクテーター走行コースの長さ

は２５０ｍ以内とし、全区間テープ

等で走行コースを明示する。 

（３）競技者は、スペクテーター走行コ

５－３ スペクテーター走行コース 

（スプリント競技について） 

（１）スペクテーター走行コースは、ス

ペクテーターから始まり、競技者は

一方通行とする。走行コースに進入

した競技者は、他の競技者の妨害を

することなく、速やかに走行コース

を通過しなければならない。 

（２）スペクテーター走行コースの長さ

は２５０ｍ以内とし、全区間テープ

等で走行コースを明示する。 

（３）競技者は、スペクテーター走行コ



ース入口に進入したとき、ＴＸ探査

と同様に、スペクテーターの探査証

明（スペクテーター通過証明）を記

録しなければならない。記録が無い

場合は、スペクテーター走行コース

を通過していないものとみなす。 

 

 

（４）複数の探査証明用の記録器具が設

置されている場合は、指定が無い限

り任意の一つで記録すればよい。 

（５）競技者は、第１ループから第２ル

ープへ通過する場合以外には、故意

にスペクテーター走行コースに立

ち入ってはならない。誤って立ち入

った場合は、他の競技者の妨害をす

ることなく、速やかに走行コース外

へ退去しなければならない。 

（６）競技者は、誤ってスペクテーター

走行コースの入口以外のところか

ら走行コースに進入した場合は、他

の競技者の妨害をすることなく、速

やかに走行コース外へ退去し、あら

ためて入口から入らなければなら

ない。 

（７）競技者は、スペクテーター走行コ

ースの途中で通過証明を忘れたこ

とに気づいた場合は、他の競技者の

妨害をすることなく、速やかに走行

コース外へ退去し、あらためて入口

から入らなければならない。 

（８）競技者が２回以上スペクテーター

走行コースを通過した場合は、２回

目以降の通過は無効とする。 

注）スペクテーター走行コースは、反対

側より到達した競技者でも、容易に走

行コース入口に辿り着けるような配

慮が必要である。 

ース入口に進入したとき、ＴＸ探査

と同様に、スペクテーターの探査証

明（スペクテーターチェックによる

通過証明）を記録しなければならな

い。記録が無い場合は、スペクテー

ター走行コース不通過とみなし、競

技者は第２ループへは通過してい

ないものとする。 

（４）複数の探査証明用の記録器具が設

置されている場合は、指定が無い限

り任意の一つで記録すればよい。 

（５）競技者は、第１ループから第２ル

ープへ通過する場合以外には、故意

にスペクテーター走行コースに立

ち入ってはならない。誤って立ち入

った場合は、他の競技者の妨害をす

ることなく、速やかに走行コース外

へ退去しなければならない。 

（６）競技者は、誤ってスペクテーター

走行コースの入口以外のところか

ら走行コースに進入した場合は、他

の競技者の妨害をすることなく、速

やかに走行コース外へ退去し、あら

ためて入口から入らなければなら

ない。 

（７）競技者は、スペクテーター走行コ

ースの途中で通過証明を忘れたこ

とに気づいた場合は、他の競技者の

妨害をすることなく、速やかに走行

コース外へ退去し、あらためて入口

から入らなければならない。 

（８）競技者が２回以上スペクテーター

走行コースを通過した場合は、２回

目以降の通過は無効とする。 

注）スペクテーター走行コースは、反対

側より到達した競技者でも、容易に走

行コース入口に辿り着けるような設

置の配慮が必要である。 

５－４ ゴール走行コース ５－４ ゴール走行コース 



（１）ゴール走行コースは、ビーコンに

始まりゴールラインで終わる。競技

者は、ゴール走行コースを通ってゴ

ールラインへ向かう一方通行とす

る。走行コースに進入した競技者

は、他の競技者の妨害をすることな

く、速やかにゴールしなければなら

ない。 

（２）ゴール走行コースの長さは、２５

０ｍ以内、入口の幅は１０ｍ以内、

最後の２０ｍはゴールラインに対

し直角の直線を標準とし、全区間テ

ープ等で走行コースを明示する。 

（３）ビーコンチェックが設置されてい

る場合、競技者は、ゴール走行コー

ス入口に進入したとき、ＴＸ探査と

同様に、ビーコンの探査証明（ビー

コン通過証明）を記録しなければな

らない。記録が無い場合は、ゴール

走行コース入口不通過とみなし失

格とする。 

（４）複数の探査証明用の記録器具が設

置されている場合は、指定が無い限

り任意の一つで記録すればよい。 

（５）競技者は、ゴール走行コース入口

から進入しゴールラインへ向かう

場合以外は、故意にゴール走行コー

スに立ち入ってはならない。誤って

立ち入った場合は、他の競技者の妨

害をすることなく、速やかに走行コ

ース外へ退去しなければならない。 

（６）競技者は、誤ってゴール走行コー

スの入口以外のところから走行コ

ースに進入した場合は、他の競技者

の妨害をすることなく、速やかに走

行コース外へ退去し、あらためて入

口から入らなければならない。 

（７）競技者は、ゴール走行コースの途

中で通過証明を忘れたことに気づ

（１）ゴール走行コースは、ビーコンに

始まりゴール地点で終わる。競技者

は、ゴール走行コースを通ってゴー

ル地点へ向かう一方通行とする。走

行コースに進入した競技者は、他の

競技者の妨害をすることなく、速や

かにゴールしなければならない。 

 

（２）ゴール走行コースの長さは、２５

０ｍ以内、入口の幅は１０ｍ以内、

最後の２０ｍはゴールのラインに

対し直角の直線を標準とし、全区間

テープ等で走行コースを明示する。 

（３）ビーコンチェックが設置されてい

る場合、競技者は、ゴール走行コー

ス入口に進入したとき、ＴＸ探査と

同様に、ビーコンの探査証明（ビー

コンチェックによる通過証明）を記

録しなければならない。記録が無い

場合は、ゴール走行コース入口不通

過とみなし失格とする。 

（４）複数の探査証明用の記録器具が設

置されている場合は、指定が無い限

り任意の一つで記録すればよい。 

（５）競技者は、ゴール走行コース入口

から進入しゴール地点へ向かう場

合以外は、故意にゴール走行コース

に立ち入ってはならない。誤って立

ち入った場合は、他の競技者の妨害

をすることなく、速やかに走行コー

ス外へ退去しなければならない。 

（６）競技者は、誤ってゴール走行コー

スの入口以外のところから走行コ

ースに進入した場合は、他の競技者

の妨害をすることなく、速やかに走

行コース外へ退去し、あらためて入

口から入らなければならない。 

（７）競技者は、ゴール走行コースの途

中で通過証明を忘れたことに気づ



いた場合は、他の競技者の妨害をす

ることなく、速やかに走行コース外

へ退去し、あらためて入口から入ら

なければならない。 

（８）競技者のゴールは、ゴールライン

を横切ったときが到達時刻である

が、あらかじめ、競技者自らが、探

査証明器具を使用して到達時刻を

記録するよう定められた場合（例え

ば、探査証明器具に、ＳＩカード等

のＩＣ器具を使うときなど）は、こ

の記録された時刻を到達時刻とす

る。 

（９）競技者は、ゴールラインを越えた

ら、その後の行動は、審判員または

係員の指示に従わなければならな

い。 

注）ゴール走行コースは、反対側より到

達した競技者でも、容易に走行コース

入口に辿り着けるような配慮が必要

である。 

いた場合は、他の競技者の妨害をす

ることなく、速やかに走行コース外

へ退去し、あらためて入口から入ら

なければならない。 

（８）競技者のゴールは、ゴールのライ

ンを横切ったときが到達時刻であ

るが、あらかじめ、競技者自らが、

探査証明器具を使用して到達時刻

を記録するよう定められた場合（例

えば、探査証明器具に、ＳＩカード

等のＩＣ器具を使うとき等）は、こ

の記録された時刻を到達時刻とす

る。 

（９）競技者のゴールした後の行動は、

審判員または係員の指示に従わな

ければならない。 

 

注）ゴール走行コースは、反対側より到

達した競技者でも、容易に走行コース

入口に辿り着けるような設置の配慮

が必要である。 

６－１ 審判員の配置場所及び人数 

次の場所に審判員を配置する。それぞれ

の場所での人数は、競技の安全・公正およ

び速やかな進行等を勘案して審判長が決

める。また審判員は、競技者のＴＸ探査の

目印とならないように配慮する。 

（１）スタート地区 

（２）ゴール地区 

（３）競技地域 

（４）その他審判長が特に必要と認めた

場所 

注）各ＴＸ毎に常駐する審判員は不要で

あるが、ＴＸトラブル等が発生した場

合には、速やかにトラブルが解消でき

るよう、審判員または係員の配置を工

夫することが必要である。 

６－１ 審判員の配置場所及び人数 

次の場所に審判員を配置する。それぞれ

の場所での人数は、競技の安全・公正及び

速やかな進行等を勘案して審判長が決め

る。また審判員は、競技者のＴＸ探査の目

印とならないように配慮する。 

（１）スタート地区 

（２）ゴール地区 

（３）競技地域 

（４）その他審判長が特に必要と認めた

場所 

注）各ＴＸ毎に常駐する審判員は不要で

あるが、ＴＸトラブル等が発生した場

合には、速やかにトラブルが解消でき

るよう、審判員または係員の配置を工

夫することが必要である。 

７－１ 競技順位の決定方法 

（１）各競技クラスの競技者の順位は、

７－１ 競技順位の決定方法 

（１）各競技クラスの競技者の順位は、



ＴＸの探査個数の多い者が上位と

なり、同数の場合は、競技所要時間

の少ない者が上位となる。なお、指

定されたＴＸ以外のＴＸを探査し

ても探査個数には含まない。 

 

 

 

 

 

 

（２）各競技者の競技成績を基にしたＪ

ＡＲＬの支部対抗および地方本部

対抗等の団体表彰を行うことがで

きる。この場合の順位の決定方法に

ついては、あらかじめ発表する。 

ＴＸの探査個数の多い者が上位と

なり、同数の場合は、競技所要時間

の少ない者が上位となる。 

（２）各競技クラスにおいて、探査する

ＴＸに指定されたＴＸ以外のＴＸ

を探査しても、探査個数には含まな

い。 

（３）スプリント競技において、スペク

テーターの探査証明（スペクテータ

ーチェックによる通過証明）は、探

査個数には含めない。 

（４）各競技者の競技成績を基にしたＪ

ＡＲＬの支部対抗及び地方本部対

抗等の団体表彰を行うことができ

る。この場合の順位の決定方法につ

いては、あらかじめ発表する。 

７－３ 表彰 

表彰については、次のとおりとする。 

（１）全日本競技大会 

ａ．大会表彰 

外国のアマチュア無線連盟等か

ら派遣された外国人選手を除く参

加者を対象とし、競技クラス毎に参

加者数を確定し、それぞれの参加者

数に応じて競技成績の順位により

次の順位までの者に賞状等を贈呈

して表彰する。 

ア．競技参加者数が 

１０人以下の場合 ３位まで 

イ．競技参加者数が１１人から 

３０人の場合    ４位まで 

ウ．競技参加者数が 

３１人以上の場合 ６位まで 

 

ｂ．地方本部対抗表彰（ＪＡＩＡ杯） 

および支部対抗表彰 

各クラス毎の上位者に、下表の通

り得点を付し、同一地方本部・同一

支部内に住所を有する選手の得点

７－３ 表彰 

表彰については、次のとおりとする。 

（１）全日本競技大会 

ａ．大会表彰 

外国のアマチュア無線連盟等か

ら派遣された外国人選手を除く参

加者を対象とし、競技クラス毎に参

加者数を確定し、それぞれの参加者

数に応じて競技成績の順位により

次の順位までの者に賞状等を贈呈

して表彰する。 

ア．競技参加者数が 

１０人以下の場合 ３位まで 

イ．競技参加者数が１１人から 

３０人の場合    ４位まで 

ウ．競技参加者数が 

３１人以上の場合 ６位まで 

 

ｂ．地方本部対抗表彰（ＪＡＩＡ賞） 

及び支部対抗表彰 

各クラス毎の上位者に、下表の通

り得点を付し、同一地方本部・同一

支部内に住所を有する選手の得点



を加算集計し、順位を決定して、そ

れぞれ１位のみ表彰する。なお住所

の確認は大会参加申込書によるも

のとする。 

順 

 

位 

第

１

位 

第

２

位 

第

３

位 

第

４

位 

第

５

位 

第

６

位 

得 

 

点 

１

８

点 

１

５

点 

１

２

点 

 

９

点 

 

６ 

点 

 

３ 

点 

 

ｃ．中学校対抗表彰及び 

高等学校対抗表彰（ＪＡＲＤ杯） 

中学校及び高等学校に在籍す

る生徒において、事前に学校対抗

部門に登録された競技者（登録選

手）の成績を加算集計(ＴＸ探査

個数、並びに競技所要時間をそれ

ぞれ加算する)し、７－１（１）

と同様に順位を決定して、それぞ

れ６位まで表彰する。 

 

ア．各学校で登録できるチーム

は、１チームまでとする。た

だし、中高一貫校は、中学校

対抗部門と高等学校対抗部

門に、それぞれ登録すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を加算集計し、順位を決定して、そ

れぞれ１位のみ表彰する。なお住所

の確認は大会参加申込書によるも

のとする。 

順 

 

位 

第

１

位 

第

２

位 

第

３

位 

第

４

位 

第

５

位 

第

６

位 

得 

 

点 

１

８

点 

１

５

点 

１

２

点 

 

９ 

点 

 

６ 

点 

 

３ 

点 

 

ｃ．中学校対抗表彰及び 

高等学校対抗表彰（ＪＡＲＤ賞） 

中学校及び高等学校に在籍す

る生徒において、事前に学校対抗

部門に登録された競技者（登録選

手）の成績を加算集計(ビーコン

及びスペクテーターを除くＴＸ

探査個数、並びに競技所要時間を

それぞれ加算する)し、７－１

（１）と同様に順位を決定して、

それぞれ６位まで表彰する。 

ア．各学校で登録できるチーム

は、１チームまでとする。た

だし、中高一貫校、中等教育

学校は、中学校対抗部門と高

等学校対抗部門に、それぞれ

登録することができる。 

イ．小中一貫校（義務教育学校）

は、後期課程（7～9年生）の

生徒が中学校対抗部門に登

録することができる。 

ウ．中等教育学校は、前期課程

（１～３年生）の生徒が中学

校対抗部門、後期課程（４～

６年生）の生徒が高等学校対

抗部門に登録することがで

きる。 

エ．高等専門学校は、１～３年



 

 

イ．中学校対抗部門の登録選手

は、Ｗ１５またはＭ１５クラ

スの生徒のみとする。 

ウ．高等学校対抗部門の登録選

手は、Ｗ１９またはＭ１９ク

ラスの生徒のみとする。 

エ．各チームの登録選手は３名

以内とする。（２名または１

名でも登録できる） 

オ．登録選手のメンバー変更

は、事前に登録した補欠選手

（補欠登録は３名以内とす

る）との変更のみとし、変更

は定められた期日までに届

け出る。 

カ．スタートグループは、原則

として無作為に登録選手・未

登録選手の別なく人選する

が、同一スタートグループの

登録選手ができるだけ多く

ならないように配慮する。 

キ．失格者の成績は、加算集 

計しない。 

 

ｄ．特別賞 

外国のアマチュア無線連盟等か

ら派遣された外国人選手の参加が

あった場合は、特別賞を設けて外国

人選手を表彰することができる。 

 

（２）地方競技大会 

ａ．大会表彰 

競技クラス毎に、当該地方本部

（二以上の地方本部区域を一の主

催単位とする地方大会の場合は、そ

の主催単位に含まれる地方本部区

域毎）に住所を有する競技参加者を

生の生徒が高等学校対抗部

門に登録することができる。 

オ．中学校対抗部門の登録選手

は、Ｗ１５またはＭ１５クラ

スの生徒のみとする。 

カ．高等学校対抗部門の登録選

手は、Ｗ１９またはＭ１９ク

ラスの生徒のみとする。 

キ．各チームの登録選手は３名

以内とする。（２名または１

名でも登録できる） 

ク．登録選手のメンバー変更

は、事前に登録した補欠選手

（補欠登録は３名以内とす

る）との変更のみとし、変更

は定められた期日までに届

け出る。 

ケ．スタートグループは、原則

として無作為に登録選手・未

登録選手の別なく人選する

が、同一スタートグループの

登録選手ができるだけ多く

ならないように配慮する。 

コ．失格者の成績は、加算集 

計しない。 

 

ｄ．特別賞 

外国のアマチュア無線連盟等か

ら派遣された外国人選手の参加が

あった場合は、特別賞を設けて外国

人選手を表彰することができる。 

 

（２）地方競技大会 

ａ．大会表彰 

競技クラス毎に、当該地方本部

（二以上の地方本部区域を一の主

催単位とする地方大会の場合は、そ

の主催単位に含まれる地方本部区

域毎）に住所を有する競技参加者を



対象に、大会会長が７－３（１）に

定める順位まで賞状等を贈呈して

表彰する。 

 

ｂ．総合賞 

大会表彰の他に、全ての競技参 

加者を対象に表彰することができ

る。 

 

（３）支部競技大会 

適宜な方法によって表彰するこ

とができる。 

対象に、大会会長が７－３（１）に

定める順位まで賞状等を贈呈して

表彰する。 

 

ｂ．総合賞 

大会表彰の他に、全ての競技参 

加者を対象に表彰することができ

る。 

 

（３）支部競技大会 

適宜な方法によって表彰するこ

とができる。 

附 則 

この改正実施方法は、平成２９年４月１

日から施行する。（平成２９年２月１０日改

正） 

附 則 

この改正実施方法は、令和２年４月１日

から施行する。（令和２年４月１日改正） 

 


